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（目　的）
第１条

第２条

第３条

第４条
（1）
（2）
（3）
（4） 安全衛生推進者
（5）
（6）

第５条
2.

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

第６条

第７条
る事業所ごとに安全管理者を置く。

2.
（1）
（2）

（3）

（4）
（5）
（6）
（7）
（8）

従業員は、この規程に定める事項並びに職場の安全基準等、安全衛生に関する事項

（安全衛生管理機構）
安全衛生に関する管理機構は、次の各号に掲げるものとする。

統括安全衛生管理者
安全管理者

安全衛生委員会

従業員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

安全管理者及び衛生管理者を統括するため、事業所ごとに総括安全衛生管理者を置く。
総括安全衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。

従業員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
健康診断の実施、その他健康管理に関すること。

衛生管理者

第第第第1111章章章章　　　　　　　　総総総総　　　　　　　　　　　　則則則則

（労働安全衛生諸法令との関係）
この規程に定めのない事項については、労働安全衛生関係諸法令の定めるところに

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
その他労働災害を防止するために必要な業務で、法令に定めるもの。

この規程は、労働基準法、労働安全衛生法をはじめ、労働協約及び就業規則に基づ
き安全衛生管理を徹底し、労働災害と疾病を未然に防止することにより、快適な職
場環境の確立を図ることを目的とする。

（遵守義務）

産業医

を遵守し、安全で快適な職場を築くよう努めなければならない。

（総括安全衛生管理代理者）
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他の事由により職務を遂行できない場
合は前条の業務を遅滞なく遂行するため、総括安全衛生管理代理者を置く。

安全管理者は、次に掲げる事項を職務として行う。
安全巡視に関する事項
建築物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措

よる。但し、労働安全衛生諸法令が改廃されたときは、それに応じて改廃する。

第第第第2222章章章章　　　　　　　　安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理

（総括安全衛生管理者）

安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び
作業の安全についての教育及び訓練に関する事項
発生した災害原因の調査及び対策の検討に関する事項
消防及び避難の訓練に関する事項
安全衛生推進者その他安全に関する補助者の監督に関する事項

（安全管理者）
事業所内における安全に関する事項を管理するため、常時50名以上の労働者を使用す

置及びこれらの災害防止に関する適切な措置に関する事項

安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関する事項
その他従業員の危険防止に関する事項
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3.

第８条
2.

第９条

2
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

（7）

（8）

（9）
（10）

第１０条

（安全衛生推進者）
第１１条

労働者を使用する事業所ごとに安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、次に掲げる事項を職務として行う。

（1） 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項
（2） 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する事項
（3） 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事項
（4） 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する事項

（産業医）
第１２条

以上の労働者を使用する事業所ごとに産業医を置く。
2.

（1）
（2）
（3）

（4）
事項

（5）
3.

事業所内における安全・衛生に関する事項を管理するため、常時10名以上50名未満の

てはならない。

その他従業員の疾病防止に関する事項

関する専門的知識を必要とするものに関する事項

衛生管理者及び衛生担当者は、その職務上知り得た従業員の健康上の秘密を漏らし

その他従業員の疾病防止に関する事項

る事業所ごとに衛生管理者を置く。

衛生巡視に関する事項

おいて、職制に基づき安全管理の分担をする者は、指示された事項を行わなければ

必要によって安全管理補助者を置く。

ならない。

安全管理者は、その必要な職務の遂行について職制を通じて指示する。この場合に

（衛生管理者）
事業所内における衛生に関する事項を管理するため、常時50名以上の労働者を使用す

安全管理補助者は、管理者の指示に従い、その必要事項を行わなければならない。

（安全管理補助者）

従業員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の
作成に関する事項

健康に異常がある者の発見及び処理の実施に関する事項

従業員が行う作業が、他の事業所の従業員が行う作業と同一の場所にお

労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関する事項
衛生に関する教育、その他従業員の健康保持のために必要な施策の実施

作業環境の衛生上の調査に関する事項
作業条件、施設等の衛生上の改善に関する事項

衛生管理者は、次に掲げる事項を職務として行う。
衛生巡視に関する事項

健康診断の実施、その他従業員の健康管理に関する事項

従業員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関する

ともに、衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

いて行われる場合における衛生についての必要な措置に関する事項
衛生日誌の記載及び職務上の記録の整備等に関する事項

（秘密事項の保持）

に関する事項

医学に関する専門的立場から、従業員の衛生に関する管理を行うため、常時50名

産業医は次に掲げる事項を職務として行う。

産業医は前項各号に揚げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告すると

衛生教育その他従業員の健康の保持、増進を図るための措置で、医学に
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第１５条

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

（6）

（7）

第１６条

（1）

（2）
（3）

た者
（4）

た者
2.

（1） 産業医
（2）

3.

第１７条
2.

る。
3.

第１８条

第１９条

（1） 電気設備
（2）
（3） 保護具
（4） 建築物
（5）

第第第第3333章章章章　　　　安全衛生委員会安全衛生委員会安全衛生委員会安全衛生委員会

（安全衛生委員会）
安全衛生の向上を図り、従業員の災害防止と健康保持増進を図ることを目的とし、

ればならない。

事業所の従業員で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名し

前項に定めるものの他、委員会の運営について必要な事項は安全衛生委員会が定め

（安全衛生委員会の開催）
安全衛生委員会は、毎月１回以上開催する。

安全衛生員会を置く。

安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。但し、（1）の者である
委員は１人とする。

新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康
障害の防止に関すること

従業員の危険及び健康障害を防止するための基本対策

安全衛生教育の実施計画の作成に関すること

ること

次に掲げる事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、事業所ごとに

事業者は、次に掲げる者を安全衛生委員会の委員として指名することができる。

要な業務を行う。

委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを３年間保存しなけ

者が指名した者

安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者

通路及び作業床

第第第第4444章章章章　　　　安安安安　　　　全全全全　　　　検検検検　　　　査査査査

危険物貯蔵所

（安全検査）

性能検査を行わなければならない。
次に掲げる機械器具及び設備等の保全を確保するため、定期又は臨時に安全点検及び

（安全衛生委員会の構成）

総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で、事業所において

その他従業員の危険及び健康障害の防止に関する必要事項

労働災害の原因及び再発防止対策

安全衛生委員会の事務局は総務管理部とし、議事録の作成、保管及び会議の運営に必

ちから事業者が指名した者が当たる。
で、事業所においてその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のう

事業所の従業員で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者

その事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業

安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
事業所の従業員で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名し

（安全衛生委員会の事務局）

安全衛生に関する規定の作成に関すること

定期に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関す
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（6）

第２０条
2.

第２１条

第２２条

2.

第２３条

第２４条

2.

（作業服）
第２５条

第２６条

2.

第２７条

第２８条

第２９条

従業員は、災害防止及び健康保持のため、常に職場の整理整頓に努め、特に通路、

従業員は、担当の機械装置、動力伝動装置、電気設備及び工器具等の機能の保全に

責任者に報告し、対策についての指示を受けなければならない。

第第第第6666章章章章　　　　火災及火災及火災及火災及びびびび爆発爆発爆発爆発のののの防止防止防止防止

（火元責任者）
火元責任者は、担当職場内の火気の取締りに任じ、特に退社時等必要に応じ担当区

しなければならない。

第第第第7777章章章章　　　　災災災災　　　　害害害害　　　　処処処処　　　　理理理理

場所以外で喫煙してはならない。また、火気を使用した者は、確実に残火の始末を

（火気取扱の注意）
従業員は、許可なく焚き火、電熱器、ストーブその他の火気を使用したり、所定の

域内を巡視し、火災の予防に努める。

（災害発生時の措置）
従業員は、労働災害が発生した場合は、臨機の処置を施すとともに速やかに職場の

従業員は、許可なく設備の改変又は設備機能の停滞若しくは妨害の行為をしてはな
らない。

車等を運転する者は、定められた制限速度を遵守しなければならない。

（不安全行為の禁止）

階段、非常口、消火設備、配電盤等のある場所には、物を置いてはならない。

従業員は、高圧通電箇所等の立ち入りを禁止されている場所へ許可なく立ち入って
はならない。

その他安全管理者の必要と認めるもの

第第第第5555章章章章　　　　災災災災　　　　害害害害　　　　防防防防　　　　止止止止

従業員は、作業中においては所定の作業服を着用し、履物は安全なものを用いる。

故障又は危険な個所を発見したときは、機械等の使用を停止し、直ちにその旨を責
任者に報告しなければならない。

（構内交通）
従業員は、構内の交通安全に十分注意しなければならない。また、構内を走る自動

努めるとともに就業前に必ず点検しなければならない。

（整理整頓）

（安全点検者）
安全点検者は、業務に精通した者の中から所属長が指名する。

（安全基準）
安全点検の基準は、労働安全衛生規則その他の関係法令によるもののほか、事業者

（就業前の点検）

の定める安全診断要領により行うものとする。

従業員は、油ボロ、損紙、廃品等については、所定の容器に収納し、みだりに破棄
してはならない。

安全点検者は、安全点検の結果を記録し、保管しなければならない。
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第３０条

第３１条

第３２条
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

第３３条
（1）
（2）
（3）

第３４条
（1）
（2）

第３５条
（1）
（2）
（3）

（4）

第３６条

（1）

（2）
（3）

（4）

（5）

（報告書等の提出）

腹膜炎、結核、心臓病、脚気、腱鞘炎、急性泌尿性生殖器病、その他の疾
病にかかっている者であって、労働のために病勢が著しく憎悪する恐れの
ある者
従業員の同一世帯内若しくはその近隣に法定伝染病として認定されている

満１８才未満の者は、次に掲げる業務に就業させてはならない。
（年少者に対する就業制限）

立入を禁止された柵又は囲いの中
その他立入を禁止されている場所

第３２条に掲げる業務

病毒伝ぱの恐れのある結核、梅毒、かいせんその他の伝染性皮膚疾患、

その他安全管理者及び衛生管理者が指定する業務

次に掲げる業務に女子を就業させてはならない。
（女子に対する就業制限）

クレーン取扱の業務
動力伝道装置の検査、修繕又はベルトの掛け替え業務

（就業を禁止する者）

取扱う作業で発火の危険のある作業

理をした場合はこの限りではない。

のう漏性結膜炎、著しく伝染の恐れのあるトラホームその他これに準じる

ことが不適当な者

疾病が発生し、これに感染している恐れがある者

伝染性眼疾患にかかっている者又は伝染病原体保有者
再帰熱、麻疹、炭そ、鼻そ、その他これに準ずる伝染病にかかっている者
精神分裂症、躁うつ病、麻痺性痴呆、その他精神病患者であって就業する

次に掲げる者は、就業を禁止する。但し、(1)に掲げる者については、伝染予防の処

エチルアルコール、ガソリン、二硫化炭素又はこれに準じる引火性の物を

多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

所属長は、災害が発生した場合は、直ちに安全管理者、衛生管理者及び必要な関係
部署責任者に連絡するとともに、速やかに指定の報告書を提出しなければならない。

危険物を取扱う場所

次に掲げる業務に従事する者は、法定の資格を有する者でなければならない。
自動車運転の業務
危険物取扱いの業務

（立入制限）

を行い、その結果に基き必要な措置と対策を講じなければならない。

第第第第8888章章章章　　　　就業制限及就業制限及就業制限及就業制限及びびびび禁止禁止禁止禁止

その他法令により免許を必要とする業務

従業員は、次に掲げる場所に関連なくみだりに立ち入ってはならない。

クレーン取扱の業務

（免許を必要とする業務）

（再発防止）
所属長は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生委員会と協議して災害原因の調査

フォークリフトの運転業務
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第３７条

（1）
（2）

ること
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）

第３８条

第３９条

第４０条

第４１条
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

第４２条
らない。

（1）
（2）
（3）

第４３条

作業開始時の点検に関すること

身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
胸部エックス線検査及びかくたん検査

従業員は、健康診断及び予防接種又は注射を正当な理由なくして拒むことはできな

書及びエックス線写真を提出した場合はこの限りではない。

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

い。但し、健康診断期間中に他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する診断

（健康診断項目）
前条の健康診断項目は、次に掲げるものとする。

既往歴及び業務歴の調査

従業員の配置時及び作業内容の変更時においては、安全又は衛生のために必要な次
に掲げる教育を行う。

（配置前、作業変更時教育）

第第第第9999章章章章　　　　安全衛生教育安全衛生教育安全衛生教育安全衛生教育

（秘密の保持）
健康診断の業務に従事した者は、その職務上知り得た従業員の秘密を他に洩らして
はならない。

その他衛生管理者が指定する業務
深夜業を含む業務

事業者は、従業員に対して、法令の定めるところに従い、業務に関する必要な技能
講習を受けさせ、資格を取得させる。

（特別教育）
従業員を危険又は有害な業務につかせる場合は、法令の定めるところに従い、その
業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。

機械設備、原材料等の危険性、有害性及びこれらの取扱方法に関すること
安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関す

作業手順に関すること

（資格取得）

業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

事故時等における応急措置及び避難に関すること
その他業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

第第第第10101010章章章章　　　　健康診断及健康診断及健康診断及健康診断及びびびび予防接種予防接種予防接種予防接種

（健康診断等）

重量物の取扱等重激な業務

（特殊健康診断）
次に掲げる業務に該当する者は定期健康診断のほか特殊健康診断を受けなければな

血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

整理、整頓及び清潔の保持に関すること
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第４４条
い。

（1）
（2）
（3）

第４５条

第４６条

2.

第４７条
らない。

（1）
（2）
（3）

第第第第13131313章章章章　　　　労働安全衛生労働安全衛生労働安全衛生労働安全衛生マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

（安全衛生方針の表明）
第４８条

（1）

（2）

（3）

（4）
（5）

（6）
（7）
（8）

（労働者の意見の反映）
第４９条

包帯材料、ピンセット及び消毒液
高熱物体を取扱う作業場その他火傷の恐れのある作業場においては火傷薬

著しく暑熱又は寒冷な場所における業務

従業員は、事業者から支給された保護具は使用に注意し、紛失、破損、散逸、不潔に

（保護具）

重傷者を生ずる恐れのある作業場においては、止血薬、副木、担架等

第第第第12121212章章章章　　　　　　　　救急用具救急用具救急用具救急用具

（保護具の管理）

高熱物体又は低温物体を取扱う業務

事業者は、救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

（救急用具）
事業者は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その備え付け場所及
び使用方法を従業員に周知させなければならない。

ならないよう心がけなければならない。

その他事業者の指定した業務

（救急用具の内容）
事業者は、救急用具及び材料として、少なくとも次に掲げる品目を備えなければな

従業員は、次に掲げる業務に就業する場合は所定の保護具を使用しなければならな

第第第第11111111章章章章　　　　　　　　保保保保　　　　護護護護　　　　具具具具

たり、安全衛生委員会の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この
手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。

労働安全衛生マネジメントシステムの適切な実施及び運用により、継続的
な安全衛生管理に取り組み、良好なパフォーマンスの維持向上に努める。
従業員の疲労やストレスを軽減するため快適な職場環境の形成を促進する。
安全衛生目標を設定し、適切に運用するとともに、必要に応じて見直しを
行う。
この方針を実施し、維持すると共に、全員に周知徹底する。
この方針は必要に応じ公開する。
この方針は常に妥当かつ適切であるように定期的に見直しを行う。

事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価並び改善に当

従業員の安全衛生は、企業存立の基盤をなすものであり、安全衛生の確保は企業の
社会的責任である。このため水間急配株式会社は次の事項を実施していくことを宣言
する。

「人命尊重」を基本理念とし、職場のあらゆる危険有害要因を排除するた
め従業員全員参加の下に、PDCAサイクルを適切に運用し、継続的な安全衛
生活動を展開し、労働者の安全と健康を確保して安全衛生水準の向上を目
指す。
労働安全衛生法をはじめ、関係する法令を遵守するとともに、会社及び事
業場で定めた安全衛生規定類に基づき従業員の安全衛生を確保する。
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（記　録）
第５０条

（危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定）リスクアセスメント
第５１条

2.

（安全衛生目標の設定）
第５２条

（1） 前条第1項の規定による調査結果
（2） 過去の安全衛生目標の達成状況

（安全衛生計画の作成）
第５３条

2.

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

（安全衛生計画の実施等）
第５４条

2.

（緊急事態への対応）
第５５条

（日常的な点検、改善等）
第５６条

2.

（労働災害発生原因の調査等）
第５７条

事業者は、安全衛生計画の、実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメ
ントシステムに従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録するとともに、当該記
録を保管するものとする。

事業者は、労働安全衛生法第28条の2の規定により、危険性又は有害性等を調査する
手順を定めるとともに、この手順に基づき、危険性又は有害性等を調査する。
事業者は、労働安全衛生法又はこれに基づく命令、事業場安全衛生規定等に基づき
実施すべき事項及び前項の調査の結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止する
ため必要な措置を決定する手順を定めるとともに、この手順に基づき、実施する措置
を決定する。

事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、
当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにするとともに、当該目標を
労働者及び関係請負人その他の関係者に周知するものとする。

事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査
の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するものとする。
安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について
定めるものであり、次の事項を含むものとする。

第51条2項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項
日常的な安全衛生活動の実施に関する事項
安全衛生教育の内容及び実施時期に関する事項
関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項
安全衛生計画の期間に関する事項
安全衛生計画の見直しに関する事項

事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施する手順を定めるとともに、この手
順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するものとする。
事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項について労働
者及び関係請負人その他の関係者に周知させる手順を定めるとともに、この手順に基
づき、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項をこれらの者に
周知するものとする。

事業者は、あらかじめ労働災害発生の急迫した危険がある状態（以下「緊急事態」）
が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置
を定めるとともに、これに基づき適切に対応するものとする。

事業者は、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施する手順を定め
るとともに、この手順に基づき、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善
を実施するものとする。
事業者は、次回の安全衛生計画を作成するに当たって、前項の日常的な点検及び改善
並びに次条の調査等の結果を反映するものとする。

事業者は、労働災害、事故等が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題
点の把握及び改善を実施する手順を定めるとともに、労働災害、事故等が発生した場
合には、この手順に基づき、これらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施
するものとする。
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（システム監査）
第５８条

2.

（労働安全衛生マネジメントシステムの見直し）
第５９条

附附附附　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　則則則則

（施行期日）
第６０条この規程は、１９９７年　４月２０日から実施する。

　　　　　　２０１０年１２月２１日改訂実施する。

（改廃）
第６１条この規程を改廃するには従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならな

い。但し、法令の改廃があったときは、この規程もこれに準じて改廃する。

針に基づき定められた手順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な
見直しを行うものとする。

事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、第48条から前条までに規定する事
項についてシステム監査を適切に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、
システム監査を適切に実施するものとする。

事業者は、前項のシステム監査の結果、必要があると認めるときは、労働安全衛生マ
ネジメントシステムに従って行う措置の実施について改善を行うものとする。

事業者は、前条第1項のシステム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジ
メントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指
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